
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 計画策定の背景と趣旨 

我が国では急速に少子化が進行しており、また子育ての孤

立感や負担感の増加といった子育てをめぐる課題がある中、

こども基本法の施行及び、こども大綱が制定されました。 

令和 2 年３月に策定した「上田市子ども・子育て支援事業

計画」が令和６年度で最終年度となることから、引き続き少子

化対策と子育て支援を市政の重要な施策とし、切れ目のない

こども・子育て支援に関する総合的な計画として「上田市未来

っ子かがやきプラン 第３次上田市子ども・子育て支援事業計

画」を策定するとともに、本計画を「上田市こども計画」とし

て位置付け、こども・若者施策を総合的に推進していきます。 

3 計画の期間と対象 

本計画は 、第２次計画を引き継ぎ、令和 7 年度から令和

11 年度までの 5 年間を計画期間とします。なお、社会情勢

の変化や関連制度、法令改正等を踏まえ、必要に応じた見直

しを行うとともに、上田市子ども・子育て会議における継続

的な点検・評価を行います。 

年齢 令和7年度 令和8年度 令和9年度 令和10年度 令和11年度 

0 歳 916 909 901 892 884 

 

【出生数の推計】 

※0歳児の人口を令和元年から令和5年10月末の住民基本台帳人口を基にコーホート変化率法

により推計 
本計画は、「子ども・子育て支援法」に基づく「市町村子

ども・子育て支援事業計画」及び「次世代育成支援対策推進

法」による「市町村行動計画」として策定するとともに、上

田市総合計画のこども・子育てに関連する分野の個別計画と

して位置付けます。 

また、「子どもの貧困対策の推進に関する法律」による「市

町村子どもの貧困対策計画」、「子ども・若者育成支援推進法」

による「市町村子ども・若者計画」を本計画と一体のものに

するとともに、「こども基本法」による「自治体こども計画」

として位置付けます。 

２ 計画の位置付け 

勘案等 

こども基本法・こども大綱 

子ども・子育て支援法 

長野県こども計画 
長野県子ども・子育て支援事業計画 

次世代育成支 

援行動計画 
子ども・子育て 

支援事業計画 

子どもの貧困 

対策計画 
関係法令に 

基づく施策 

 (※) 

(※) 少子化社会対策基本法及び、子ども・若者育成支援推進法関係施策 

上田市こども計画 

第3 次上田市子ども・子育て支援事業計画 

※上田市総合計画の個別計画として位置付け 

平成 

27年度 

令和 

元年度 
令和 

６年度 

令和 

２年度 

令和 

７年度 

令和 

９年度 

令和 

８年度 

令和 

10年度 

令和 

11年度 
〜 〜 

〜 〜 

第1次上田市 
子ども・子育て 
支援事業計画 

第2次上田市 
子ども・子育て 
支援事業計画 

第３次上田市子ども・子育て支援事業計画 
（上田市こども計画） 

 

○ 上田市に居住するすべてのこどもと子育て 

家庭 

○ 将来の父親・母親となる市民 

○ 若者、地域で子育て支援に携わる市民や 

団体、機関等 

計画の対象 

 

 
概要版 

上田市未来っ子かがやきプラン 
～ 第 3 次上田市子ども・子育て支援事業計画 ～ 

（上田市こども計画） 

（参考）   第2次上田市子ども・子育て支援事業計画 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

すべてのこども・若者が笑顔でしあわせに暮らせる「こどもまんなか」のまち 

大切な視点 

 

 

 
こども・若者の成長 

を支える視点 

【子の育ち】 

親の子育てを 

支える視点 

【子育て】 

地域社会全体で 

子育てを支える視点 

【地域】 

こども・若者は社会の希望であり 

又、家族の愛情に支えられて成長し

幼児期等の人格形成が重要であり、

良質な教育・保育を提供し、こども・

若者の健やかな成長を保障する取組

を進めます。 

保護者の気持ちに寄り添いなが 

ら相談や適切な情報提供を行い、母 

親の就労機会の増加等や社会環境の

変化に対応し、質の高い子育て支援

を提供するために、人材の質的向上

や情報提供を進めます。 

地域の特性を踏まえ、こども・若 

者の成長に適した環境を整えるため 

行政だけでなく地域全体で子育てを 

支援する仕組みづくりを進め、既存 

の地域活動と連携し、支援体制の強 

化を図ります。 

こども・若者の育ちを第一に考え、健やかに、安心して成長していける環境づくりに努めます。また、結婚・妊娠の希

望を叶え、安心して出産や子育てができるよう、結婚・妊娠・出産・子育ての支援に取り組むとともに、自主性・社会性

の育成、家庭の子育てや教育力の強化等、健やかな成長と発達を総合的に支援します。 

障がいのある児童等、配慮が必要なこどもや保護者を対象に、こどもの特性に合わせた支援を充実します。また児童虐待

の防止と早期発見・対応により、人権の尊重と保護の促進、社会的養護が必要なこどもに対し地域社会全体で支えます。

「こどもの貧困」についても、経済的困難を抱える家庭への対応を図ります。 

子育てに不安や悩みを抱えた保護者・家庭が孤立せず、妊娠期から子育て期にわたり支援が受けられ、妊産婦と家族の出

産・子育ての不安が軽減され健やかに生活できるよう、多様化する課題に応えた相談・情報提供の充実に取り組みます。ま

た、いじめ防止・不登校対策を含めこどもの人権を守る取組や、権利擁護について広く市民に周知、啓発を行います。 

地域の大人がこどもを見守る取組を推進するため、地域資源を生かした総合的な子育て支援体制づくりを推進します。ま

た、子育て不安や負担感の軽減、安心して外出できるまちづくりや遊び場整備及び、地域ぐるみの防犯体制の整備に努めま

す。あわせて安全な道路交通環境や防犯・防災等、安心して子育てできる環境づくりに取り組みます。 

安心して仕事と子育てを両立できる環境づくりの観点から、ワーク・ライフ・バランスの理解や促進、仕事と子育てを両

立するための環境づくりや、固定的性別役割分担によらない子育てを促進し「子育てしやすい環境づくり」を推進します。 

① 命の誕生とこども・若者の健やかな成長を支えます 

② きめ細やかな支援でこどもや家庭を支えます 

③ 安心して子育てができる体制を整えます 

④ 地域全体で子育てを支えます 

⑤ 仕事と家庭が両立できる環境を整えます 

基本理念 

４ 基本理念・大切な視点 

５ 計画の基本目標 



    

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

す
べ
て
の
こ
ど
も
・
若
者
が
笑
顔
で
し
あ
わ
せ
に
暮
ら
せ
る
「
こ
ど
も
ま
ん
な
か
」
の
ま
ち 

１ 命の誕生とこども・
若者の健やかな成長
を支えます 

（２）母子の健康増進及び 
医療の充実 

① 妊娠・出産期の支援 ② こどもの健康 

③ 食育の推進 ④ 医療の充実 

（３）就学前教育・保育の 
質の向上 

① 職員配置の充実 ② 保育士・幼稚園教諭の質の向上 

③ 施設整備等良質な環境の確保 ④ 保育士等の処遇改善と確保 

⑤ 認定こども園への移行に関する情報提供及び支援の充実 

⑥ 幼児教育・保育の提供体制の確保 

⑦ 外国につながる幼児への支援 ⑧ 幼児教育アドバイザーの配置 

（６）こどもの生きる力の 
育成 

① 幼保小中の連携強化 ② 学習教育の環境や学習内容の充実 

③ 思春期対策 ④ 若者の職業的自立のための支援 

⑤ 児童・青少年の健全育成の推進 

（５）放課後等の児童の健全 
育成 

① 児童館・児童センター         ② 放課後児童クラブ 

③ 施設整備等良質な環境の確保    ④ 職員配置の充実 

⑤ 職員（児童厚生員、放課後児童支援員等）の質の向上 

⑥ 地域等の協力                     ⑦ 放課後児童対策の強化 

（４）多様な保育メニューの 
提供 

① 延長保育・休日保育・一時預かり   ② 病児保育 

③ 産休後及び育休後の教育・保育施設の円滑な利用の確保 

（１）支援が必要なこども・ 
家庭への支援の充実 

２ きめ細やかな支援で
こどもや家庭を支え
ます 

（３）こどもの貧困対策の 
推進 

（２）児童虐待防止対策と 
社会的養護体制の充実 

① 発達に遅れや偏りがあるこどもへの支援の充実 

② 障がいのあるこどもへの支援の充実 

③ ひとり親家庭への支援 

④ 外国につながるこどもへの支援・配慮 

⑤ こども・若者の自殺対策の推進  ⑥性的ﾏｲﾉﾘﾃｨ(少数者)への支援 

① 児童虐待の発生予防、早期発見・早期対応  

② ヤングケアラーに対する支援の充実 

③ 関係機関との連携強化及び相談・啓発活動の充実 ④ 社会的養護の充実 

① 早期発見のための取組 ② 教育の支援 

③ 生活の支援 ④ 保護者に対する就労の支援 

⑤ 経済的支援 ⑥ 地域活動への支援 

（１）地域コミュニティーの 
中でこどもを育む 

（２）子育てしやすい環境の整備 

（３）こどもを事故や犯罪 
から守る環境づくり 

４ 地域全体で子育てを
支えます 

① 子育て家庭を応援する環境整備 

② 地域の子育て関連団体等のネットワークの強化 

① 身近な公園・ひろば等の整備 ② 良質な住宅の整備 

③ 安心して外出できる環境の整備 

① こどもの交通安全の確保 ② こどもを犯罪等から守る活動 

③ こどもを事故から守る活動 

④ 青少年を有害環境・有害情報から守るための取組の推進 

５ 仕事と家庭が 
両立できる環境を整
えます 

（１）ワーク･ライフ･ 
バランスの推進 

① 働き方の見直し 

② 多様な保育メニューの提供（再掲） 

③ 仕事と子育ての両立のための基盤整備（企業の取組等） 

④ 出産・育児後の職場復帰支援等 

⑤ 男女がともに家事や育児を担う意識の啓発や支援 

（１）結婚・出産の支援の 
推進 

① 結婚支援 ②プレコンセプションケアの推進 

③ 不妊治療への支援 

[基本理念]       [基本目標]            [基本施策]                     [施策の内容] 

（１）子育て家庭への相談・ 
情報提供の充実 

（２）経済的負担の軽減 

（３）いじめ防止の推進 

３ 安心して子育てがで
きる体制を整えます 

① 子育て相談体制の充実 ② 子育てに関する情報発信の充実 

③ 地域子育て支援拠点事業の充実 

① 経済的負担の軽減           ② 幼児教育・保育の無償化の円滑な実施 

① いじめ防止への取組           ② 相談事業の推進 

(４）不登校対策の推進 ① 不登校児童・生徒への支援       ② 相談事業の推進 

６ 計画の体系 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７  

事業区分 利用できる施設 区分 Ｒ7年度 Ｒ8年度 Ｒ9年度 Ｒ10年度 Ｒ11年度 

１号認定 
(教育標準時間認定) 

幼稚園 
認定こども園 

量の見込み 919  886  887  872  886  

確保方策 919  886  887  872  886  

２号認定 
(満3歳以上・保育認定) 

保育所 
認定こども園 

量の見込み 2,072  1,997  1,999  1,966  1,998  

確保方策 2,072  1,997  1,999  1,966  1,998  

３号認定 
(満3歳未満・保育認定) 

保育所 
認定こども園 
小規模保育等 

量の見込み 1,416  1,446  1,434  1,421  1,412  

確保方策 1,416  1,446  1,434  1,421  1,412  

 

事業区分 区域の設定 区分 Ｒ７年度 Ｒ８年度 Ｒ９年度 Ｒ10年度 Ｒ11年度 

利用者 
支援事業 

基本型 市内全域 
量の見込み(か所) 1  1  1  1  1  

確保方策(か所) 1  1  1  1  1  

地域子育て 
相談機関 

市内全域 
量の見込み(か所) 1  1  1  1  1  

確保方策(か所) 1  1  1  1  1  

こども家庭 
センター 

市内全域 
量の見込み(か所) 1  1  1  1  1  

確保方策(か所) 1  1  1  1  1  

地域子育て支援拠点事業 市内全域 
量の見込み(回) 83,102  81,891  82,706  81,979  81,274  

確保方策(回) 83,102  81,891  82,706  81,979  81,274  

妊婦健康診査 市内全域 
量の見込み(回) 12,824  12,726  12,614  12,488  12,376  

確保方策(回) 12,824  12,726  12,614  12,488  12,376  

乳児家庭全戸訪問事業 市内全域 
量の見込み(回) 916  909  901  892  884  

確保方策(回) 916  909  901  892  884  

養育支援訪問事業 市内全域 
量の見込み(回) 2,700  2,700  2,700  2,700  2,700  

確保方策(回) 2,700  2,700  2,700  2,700  2,700  

子育て世帯訪問支援事業 市内全域 
量の見込み(回) 1,200  1,200  1,200  1,200  1,200  

確保方策(回) 1,200  1,200  1,200  1,200  1,200  

子育て短期支援事業 
（ショートステイ事業） 

市内全域 
量の見込み(日) 191  227  262  297  333  

確保方策(日) 191  227  262  297  333  

ファミリー・サポート・ 
センター事業 市内全域 

量の見込み(日) 1,795  1,768  1,786  1,770  1,755  

確保方策(日) 1,795  1,768  1,786  1,770  1,755  

一時預かり事業 
（幼稚園型） 

4 区域 
(上田・丸子・ 

真田・武石) 

量の見込み(人) 34,052  32,837  32,865  32,310  32,837  

確保方策(人) 34,052  32,837  32,865  32,310  32,837  

一時預かり事業 
（幼稚園型以外） 

4 区域 
(上田・丸子・ 

真田・武石) 

量の見込み(人) 5,183  5,267  5,224  5,179  5,131  

確保方策(人) 5,183  5,267  5,224  5,179  5,131  

 延長保育・ 
 休日保育 
 事業 

延長保育 
4 区域 

(上田・丸子・ 

真田・武石) 

量の見込み(人) 24,045  23,789  23,695  23,393  23,481  

確保方策(人) 24,045  23,789  23,695  23,393  23,481  

休日保育 
4 区域 

(上田・丸子・ 

真田・武石) 

量の見込み(人) 424  419  418  413  414  

確保方策(人) 424  419  418  413  414  

病児・病後児保育事業 市内全域 
量の見込み(日) 1,071  1,102  1,134  1,168  1,202  

確保方策(日) 1,071  1,102  1,134  1,168  1,202  

親子関係形成支援事業 市内全域 
量の見込み(日) 26  27  28  29  30  

確保方策(日) 26  27  28  29  30  

妊婦等包括相談支援事業 市内全域 
量の見込み(回) 2,748  2,727  2,703  2,676  2,652  

確保方策(回) 2,748  2,727  2,703  2,676  2,652  

乳児等通園支援事業 
（こども誰でも通園制度） 

市内全域 
量の見込み(人)     ‐  1,848  1,848  1,848  1,848  

確保方策(人)     ‐  1,848  1,848  1,848  1,848  

産後ケア事業 市内全域 
量の見込み(人) 959  952  945  934  927  

確保方策(人) 959  952  945  934  927  

放課後児童クラブ 
（放課後児童健全育成事業） 

市内全域 
量の見込み(人) 1,490  1,443  1,387  1,341  1,308  

確保方策(人) 1,726  1,821  1,821  1,821  1,821  

 

【教育・保育施設の量の見込みと確保方策】 

【地域子ども・子育て支援事業の量の見込みと確保方策】 

長野県上田市健康こども未来部子育て・子育ち支援課 

〒386-0012 長野県上田市中央6丁目5番39号 ℡ 0268-23-5106 FAX 0268-26-6171  E-mail：kosodate＠city.ueda.nagano.jp 


